
見直しを行った事項

手続きに関する利便性向上等を図るため、見直しを行いました！

関税局・税関

※詳細については、税関HPに掲載の関税法基本通達等を確認して下さい。

保税制度を利用される皆さまへ

保税ポータルもみて
ほしいワン！

■保税蔵置場等で行うことができる「簡単な加工」の明確化
保税蔵置場等では、税関長の許可を受けて簡単な加工を行うことができますが、
今般、閲覧に供される美術品等に対して簡単な加工（美術品等の性質・数量に変更を
伴わないもの）を行えるよう明確化しました。 ※保税展示場でも同様の作業ができます。

■届出が不要となる保税蔵置場等の工事の明確化
保税蔵置場等で工事を実施する場合において、現状の変更が軽微なものであり、か
つ、面積に変更がないときは、税関への届出が不要とされているところです。昨年６
月の通達改正で届出が不要な工事をいくつか例示しましたが、今般、この例示に、衝
立、間仕切り及び装飾品等の設置等を追加し、届出が不要となる工事の更なる明確化
を図りました。

（注）衝立や間仕切りで外国貨物とそれ以外を完全に区分けしている場合等、その設置・撤去等
が貨物の管理・保管や保全措置の内容に変更を生じるものである場合は、届出が必要となります。

■貨物情報がない貨物に係る保税運送の手続きを汎用申請の対象に追加
貨物情報がない貨物に係る保税運送の手続きをＮＡＣＣＳの「汎用申請」業務（業務コード
：ＨＹＳ）で行えるようにしました。

例：蔵入承認後の航空貨物

保税地域A 保税地域B

申 請

保税運送

承認等

NACCSにより実施可能

税関行政や保税制度を取り巻く環境が大きく変化する中、保税制度に
ついて、水際取締りの水準を維持しつつ、利便性向上や利活用促進に
向けて順次検討を進めてきているところであり、今般、一定の結論を得た
ものについて、「関税法基本通達等の一部改正について（令和７年６
月30日財関第656号）」により、必要な見直しを実施しました。いずれ
も、令和７年７月１日施行となります。
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